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錦 江 町 農 業 委 員 会 総 会 議 事 録

○ 開催日時 平成２５年５月２０日（月）午後３時００分から

○ 開催場所 錦江町 庁議室

○ 出席委員（２０人）

会長 宿利原勝吉
会長代理 近川 正人



議 長 只今より平成２５年度第２回錦江町農業委員会総会の議事を開会いたします。

本日の総会の出席は全員出席であり、錦江町農業委員会会議規則第８条の規定により総
会は成立していることをお知らせします。

それでは、錦江町農業委員会会議規則第２３条第２項の規定により本日の会議録署名委
員を７番牧原委員と８番鍋委員を指名いたしますので、よろしくお願いします。

次に事務局から会務報告と説明をお願いします。

事務局 （会務報告と説明）

議 長 只今の会務報告について、ご質問ございませんか。

全委員 （発言なし）

議 長 ないようでございますので、以上で会務報告を終わります。
それでは附議事項に入ります。
「議案第4号農地法第3条許可申請について」 を議題とします。事務局の説明をお願い

します。

事務局 議案第4号「農地法第3条許可申請について」説明いたします。
まず、農地法第3条許可申請受付番号1号の譲渡人は Ｍ・Ｔ さん Ｓ自治会の方で

す。一方、 譲受人は Ｆ・Ｓ さん Ｊ自治会にお住いの方です。申請地は、
神川字川路中迫1657番1、地目は台帳、現況ともに畑、地積は１,１２４㎡です。
ここの農地は茶園でありまして、Ｍ・ＴさんとＦ・Ｓさんの義父であるＦ・Ｍさんの間

で利用権の設定がなされておりましたが、今回、利用権設定の合意解約の届け出と所有権
移転の申請があり、受理したものです。

Ｆ・Ｍさんは茶の専業農家であり、Ｓさんはその後継者として管理作業に従事されてお
られます。経営規模は、世帯員４、労働力４、所有農地は、自作地が５３，７８３㎡、小
作地が１，７６１㎡となっています。 今回の所有権移転は、贈与によるものであります
が、農地の取得要件については、錦江町の別に定める下限面積３０アールは問題ございま
せん。農業機械の所有状況は、トラクター、管理機、軽トラック、茶園管理機械一式を所
有されています。

農作業従事については、年間従事できるよう記載があり、農業歴も５年の経験があるよ
うです。

農地の全部利用等要件も含め、取得要件を中心に担当農業委員からの調査報告をお願い
します。

担当調査委員は4番木原委員です。

次に、受付番号2号の譲渡人は Ｈ・Ｍさん Ｙ自治会の方です。一方、 譲受人は
Ｔ・Ｔさん Ｍ町にお住いの方です。申請地は、

城元字塩屋ノ上294番1、地目は台帳、現況ともに田、地積は１５７㎡です。
ここは、用途変更によって消費者金融の貸出機が設置されておりましたが、現在は、農

地に復旧されています。
Ｔ・Ｔさんは、父のＴさんから農業後継者として、経営移譲を受けており、現在は、兼

業農家として、農作業に従事されています。
経営規模は世帯員２、労働力２、農地の所有については、自作地１，９１０㎡、小作地

２９，８１２㎡となっています。この農地は、自作農地に隣接しており、規模拡大目的で
取得されるとのことです。農地の取得要件については、錦江町の別に定める下限面積３０
アールは問題ございません。農業機械の所有状況は、トラクター、田植え機、コンバイ
ン、耕運機を所有されています。

農作業従事については年間従事ができるよう記載があり、農業歴１５年の経験があるよ
うです。農地の全部利用等要件も含め取得要件を中心に担当農業委員からの調査報告をお
願いします。

担当調査委員は、15番落司委員です。



議 長 ただ今、事務局から説明がありましたが、初めに、4番木原委員に調査報告をお願いい
たします。

4番
木原委員

今、局長の方から詳しく説明がありましたが、受付番号１号につきましては、譲渡人の
Ｍさんの妹の長女の婿であるＳさんに贈与されるということです。

農業委員を何期もされておられる方はお気づきと思いますが、以前は同居でないと下限
面積がクリアできないというようなことだったと思いますが、マーカーで印がしてある資
料がありますが、今回は養子縁組というようなことで、子供という関係になって、親族に
なり、下限面積がクリアできると局長がいわれましたので、この案件については下限面積
さえクリアできれば何ら問題ないのではないかと考えます。

Ｆ・Ｍさんの同一世帯ということであれば、大規模農家で茶をつくって、共同茶工場や
ら持っていらっしゃる方ですので、何ら問題はないと思います。 以上です。

議 長 つぎに、15番落司委員に調査報告をお願いいたします。

15番
落司委員

今、局長の方から説明があったわけでございますが、このＨ・Ｍさん、Ｔ・Ｔさんござ
いますが、この土地は、金融機関に店舗付きで貸してありましたが、最近は駐車場みたい
になっていたわけですが、それをＴ・Ｔさんが購入されて、現在きれいに整地され、耕う
んもされております。また、専業農家の農業後継者として農業に取り組んでいらっしゃい
ます。

世帯員が所有している機械等は、すべて揃っています。農業従事、雇用等についても従
事者の確保が見込まれています。世帯員等の農業能力につきましても何ら問題はないと思
いますので、ご検討をお願いいたします。

ちなみに、この土地の価格でありますが、１５７㎡で、３８０万円ということでござい
ました。

議 長 ありがとうございました。ただ今２人の委員から調査報告がありましたが、1号から2号
までについて、質問異議等はありませんか。

10番
平原委員 ３８０万円ですか。

15番
落司委員 宅地の価格ということです。

4番
木原委員 農地としての利用ではなくて、宅地としての利用ですか。

15番
落司委員

そういうことではないです。
今は、まだ何も植えてないけど、きれいに整地、耕うんがしてあります。

議 長
質問があったら、手を挙げてしてください。
他にありませんか。

全委員 なし。

議 長 異議なしと認めます。お諮りします。「議案第4号農地法第3条許可申請について」を
採決します。議案第4号は原案のとおり許可することに異議ありませんか。

全委員 なし。

議 長 異議なしと認めます。したがいまして、「議案第4号農地法第3条許可申請について」は
原案のとおり許可することに決定しました。

次に「議案第5号農業経営基盤強化促進法第13条第4項の規定による農用地利用集積計画
（所有権移転）の錦江町長に対する要請について」 を議題とします。事務局の説明をお
願いします。



事務局 それでは、「議案第5号農業経営基盤強化促進法第13条第4項の規定による農用地利用集
積計画（所有権移転）の錦江町長に対する要請について」を説明いたします。

受付番号4号の譲渡人は、 Ｙ・Ｋさん Ｋ市在住の方です。申請地は、
馬場字昭和5621-13、地目は台帳現況共に畑、地積は989㎡です。
譲受人は、Ｓ・Ｋさん Ｓ自治会にお住いの方です。経営規模は、世帯員５、労働力

３、自作地が３４，３８５㎡、小作地が８８，２０３㎡で茶、甘藷を主体に幅広く経営さ
れております。農業機械の所有状況は、トラクター、ハーベスター、４ｔトラック、２ｔ
トラック等となっています。

担当調査委員は、2番鈴委員です。

議 長 それでは、ただ今事務局から説明がありましたが、調査報告を2番鈴委員にお願いしま
す。

2番
鈴委員

この案件は、前に斡旋に上がってきていたもので、斡旋成立というものです。
譲受人のＳ・Ｋ君については、認定農業者でもありますし、今、大いに頑張っている新

進気鋭の若手でございますので、何ら問題はないと思います。
価格は全部で２５万円でした。 以上です。

議 長 ありがとうございました。ただ鈴委員から調査報告がありましたが、4号について、質
問異議等はありませんか。

3番
東郷委員

この世帯員ですけれども、Ｍさんも入っているの

2番
鈴委員

たぶん入っていると思います。

3番
東郷委員

それであれば、人数が全然違うけど。 Ｋ家だけで５人・・・・・

事務局 子供は入っていないです。成人年齢の人を数えてあります。

議 長 他にありませんか。

全委員 なし。

議 長 異議なしと認めます。お諮りします。「議案第5号農業経営基盤強化促進法第13条第4項
の規定による農用地の利用集積計画（所有権移転）の錦江町長に対する要請について」を
採決します。議案第5号は原案のとおり決定することに異議ございませんか。

全委員 なし。

議 長 異議なしと認めます。したがいまして、「議案第5号農業経営基盤強化促進法第13条第4
項の規定による農用地の利用集積計画（所有権移転）の錦江町長に対する要請について」
は、原案のとおり許可することに決定しました。

次に「議案第6号農業経営基盤強化促進法第13条第4項の規定による農用地利用集積計画
（利用権設定）の錦江町長に対する要請について」を議題とします。事務局の説明をお願
いします。



事務局 それでは「議案第6号農業経営基盤強化促進法第13条第4項の規定による農用地利用集積
計画（利用権設定）の錦江町長に対する要請について」説明いたします。

初めに受付番号12号から14号については貸し人、借り人ともに同一ですので、続けて説
明いたします。この3筆の貸し人は、Ｎ・Ｅさん Ｈ自治会にお住まいの方です。申請地
は、

12号が田代麓字油木田934-1番、現況地目は田、地積は526㎡
13号は田代麓字油木田935-1番、現況地目は田、地積は1,030㎡
14号は田代麓字前田939-2番、現況地目は田、地積は500㎡で、3筆合計2,056㎡です。
貸付期間は平成25年6月1日から平成30年12月14日まで、小作料は全部で8,000円です。
借り人は、Ｈ・Ｈさん Ｍ自治会の方です。経営規模は、世帯員３、労働力１、雇用労

働力7人で延べ340日、自作地が11,018㎡、小作地が33,433㎡で飼料作物を主に経営されて
おります。農業機械の所有状況は、トラクター、コンバイン、乾燥機、ショベルカー、田
植え機、ライムソアとなっています。

担当調査委員は、4番木原委員です。

次に受付番号15号から19号については、親子間による使用貸借の申請です。この5筆の
貸し人のＯ・Ｔさん と借り人のＯ・Ｋさんは、Ｋ自治会に同居されています。申請地は

15号が神川字岩下2923番、現況地目は田、地積は278㎡
16号は神川字岩下2924番、現況地目は田、地積は1,015㎡
17号が神川字寺ノ上4865-2番、現況地目は畑、地積は3,085㎡
18号は神川字桂巻5136-1番、現況地目は畑、地積は1,527㎡
19号は神川字丸尾7383-3番、現況地目は畑、地積は2,567㎡で、5筆合計8,472㎡です。
貸付期間は、平成25年6月1日から平成35年12月14日までで、使用貸借のため小作料は発

生しません。
担当調査委員は、19番徳永委員です。

議 長 それでは、ただ今事務局から説明がありましたが、木原委員から順次調査報告をお願い
いたします。初めに4番木原委員お願いします。

４番
木原委員

受付番号１２号から１４号については、先月も同じ周辺がありましたが、手続きが遅れ
て今月になったということでありました。

ほとんど先月と同じで、飼料米等やら飼料を植えるということでありますので、よろし
くお願いします。

議 長 ありがとうございました。次に19番徳永委員の報告をお願いいたします。

19番
徳永委員

Ｏ・ＴさんとＯ・Ｋさんは、実の親子で、Ｋさんは昨年、定年退職して実家に帰ってき
て、同居生活をされております。

親子なので贈与というのがすぐ頭に浮かぶのですけど、それはせずに、Ｏ・Ｔさんは農
業者年金を受けておられまして、その関係で、１７・１８・１９号を貸しておられまし
た。自分で作らずにですね。

１６号が遊休農地になっておりまして、それの解消と１７・１８・１９号の合意解約を
とって、息子さんが耕作するということの話がつきまして、この契約になってました。

すでに１６号のところは半分が果樹、半分が田んぼでありまして、耕作をされておりま
す。

残りのところも野菜、果樹を植えておられますので、農業後継者としても意欲のある方
です。問題はないと思います。

議 長 ありがとうございました。ただ今２人の委員から調査報告がありましたが、１2号から
１9号までについて、質問異議等はありませんか。

2番
鈴委員

これは農業者年金をもらうための申請・・・・・

3番
東郷委員

贈与でもいいんですよね・・・・・



19番
徳永委員

その話が出たんだけど、あっさりと贈与にしなさいという話もしたところですが、現状
では生前贈与になるということです。

2番
鈴委員

経営移譲すれば年金の方はクリアできるんじゃないの・・・・・

19番
徳永委員

今までは、農地を貸して年金をもらっていた。それを解約して、返してもらって、息子
さんが継ぐということで、その時点で経営移譲とする。

今までは経営はしていなかったという解釈はできないのかなぁ・・・どうなんですか

10番
平原委員

経営移譲でいいんじゃないの・・・・・

2番
鈴委員

息子に継ぐのだからいいんじゃないの・・・・・

事務局 年金をもらっていらっしゃるのに農地を持っていらっしゃったから、農業者年金をもら
うとすれば、経営農地は１０アール以上は持てないので、誰かにか貸さないといけないわ
けです。

子供であっても所有権移転をしないのであれば利用権設定なりを結ばないといけないこ
とになっていますので、今回、利用権設定を結ぶことになっています。

第３者と契約されていたのが、切れた後が契約されていなくてですね、息子さんがその
後、他所から帰ってこられて農業を継いでいらっしゃるということで、「息子さんの方に
使用貸借で契約を結んで、後継者にしないと年金を返さないといけないです。」と話をし
て今回契約をしたところです。

一部委員 わかりました。

議 長 他にありませんか。

全委員 なし。

議 長 異議なしと認めます。お諮りします。「議案第6号農業経営基盤強化促進法第13条第4項
の規定による農用地の利用集積計画（利用権設定）の錦江町長に対する要請について」を
採決します。

議案第６号は原案のとおり決定することに異議ございませんか。

全委員 異議なし。

議 長 異議なしと認めます。したがいまして、「議案第6号農業経営基盤強化促進法第13条第4
項の規定による農用地の利用集積計画（利用権設定）の錦江町長に対する要請について」
は、原案のとおり許可することに決定しました。

次に「議案第7号非農地証明願について」を議題とします。事務局の説明をお願いしま
す。

事務局 それでは、「議案第7号非農地証明願について」説明いたします。
申請人は、 Ｎ・Ｎさん Ｋ市在住の方です。申請地は、
神川字竹山6482-15、地積は35㎡
神川字竹山6482-17、地積は49㎡
神川字竹山6482-20、地積は89㎡で、３筆の合計は173㎡です。
地目は、３筆とも台帳では畑となっていますが、現況は山林であります。
会務報告でも、報告しましたとおり、１５日にＮさんの立ち合いを求め、宿利原会長と

調査委員の黒瀬さん、事務局職員２名で現地の確認もしたところであります。
調査報告につきましては、6番黒瀬委員にお願いします。

議 長 それでは、ただ今事務局から説明がありましたが、調査報告を6番黒瀬委員にお願いし
ます。



6番
黒瀬委員

それでは、調査内容を報告いたします。
今、局長から報告がございましたとおり、１５日に会長、私、事務局で、申請人の代理

人、Ｎさんの娘婿さんのＨさんという方でございますが、立会いのもとで現地調査を行い
ました。

本申請地は、Ｉ集落内にあり、当初から農振農用地区域外のところであります。この農
地を含むほとんどが山林であります。

今回申請のあった農地につきましても、３０年以上前から木が植えてあり、山林となっ
ております。

今回の非農地証明についてはやむを得ないものと思われます。 以上です。

議 長 ありがとうございました。ただ今調査員から調査報告がありましたが、この件につい
て、質問異議等はありませんか。

3番
東郷委員

地図の中の地番のところの中のこれだけ・・・・・

事務局 すみません、１１ページを見ていただきたいのですが、今回ですね、Ｉ元地区が、一昨
年に地籍調査をされまして、今年決定をして、年末頃に総会にかけてですね、登記をする
予定の区域だったんですが、Ｎさんのところは、地籍調査で合筆をされる予定だったんで
すよ。面積変更と。ところが、それを待たずにですね。お父さんの方が、現在入院をされ
てまして、早々と名義を娘さんに代えたいということで、周りの山林の方の名義を変えら
れたんですよ。そうしたことによって、一部地目で畑があったものですから合筆ができな
い状況になったんです。地籍調査の方でですね。名義が違うということで。今回、地籍調
査で合筆をするためには、名義を代えないといけないので、そのためには地目が山になら
ないといけないということで、非農地の証明願いを出されたということです。

Ｉを離れられた昭和３０年頃には、山になっていたらしいです。Ｈさんの言われるには
ですね。娘さんが６０歳位ですので、その方が小学校の時には、もう山だったということ
ですので・・・・・

５６年に本人が調査をなされたのでも山となってますので、今回の調査が農地法前の関
係地でもありますので、非農地にしないと仕方がないのかなぁと思います。

2番
鈴委員

６４８２の１５は、どうしても３５㎡には見えないのだが・・・・・

事務局 添付資料は地積図ですので、地籍で面積は変わる予定です。
ここで出てくる面積はあくまでも登記簿上の面積ですので、登記簿上でしか処理をする

ことができませんので、登記簿謄本の登記地番の面積ですからご了承ください。

10番
平原委員

６４８２の１７，２０は、どこにあるの・・・・・
この地番は、こっちにはないの・・・・・

事務局 １７と２０は、１５に含まれる予定です。地籍で合筆するために出しています。場所と
しては、図面の中では１５の中に入っています。

10番
平原委員

図面に地番がないと思って・・・・・

事務局 これは地積で登記する予定の図面ですので、本来は、まだ外には出ない図面です。

議 長 他にありませんか。

全委員 なし。

議 長 異議なしと認めます。お諮りします。「議案第7号非農地証明願について」を採決しま
す。議案第7号は原案のとおり決定することに異議ございませんか。

全委員 異議なし。



議 長 異議なしと認めます。したがいまして、「議案第7号非農地証明願について」は、原案
のとおり証明することに決定しました。

次に「議案第8号農地法第3条第2項第5号の下限面積見直しに係る錦江町農業委員会の意
思決定について」を議題とします。事務局の説明をお願いします。

事務局 それでは、「議案第8号農地法第3条第2項第5号の下限面積見直しに係る錦江町農業委員
会の意思決定について」説明いたします。

この件につきましては、農地法第3条に伴う権利取得者の下限面積に関する内容となっ
ておりますが、農地法第3条第2項第5号において下限面積が定められており、農林水産省
令で定める基準に従い、市町村の区域の全部または一部について別段の面積を定め、これ
を公示した面積となります。

農林水産省令第20条第1項第1号に自然的経済的条件から見て、営農条件がおおむね同一
と認められる地域であり、第2号でその面積は１０アール以上であること、さらに第3号で
当該区域内において農地または採草放牧地を耕作または養育に供している者の総数の100
分の40を下回らないで算定されることが要件となっています。これを基に地域の実情に応
じて農業委員会の判断で引き下げることができるとなっています。

資料に2010年に実施された農林業センサスのデータによる下限面積試算結果を示してあ
りますが、下限面積30アール未満の農家が540戸で総数の44.3パーセントとなっており、
農林水産省令の要件を満たしています。現行の別段に定める下限面積は30アールと変更は
ありませんので、今回も別段の下限面積を30アールとしてよいか提案するものでありま
す。

議 長 それでは、ただ今事務局から説明がありましたが、この件について、質問異議等はあり
ませんか。

10番
平原委員

現行のとおりでいいんじゃないですか。

議 長 これでいいですか。

全委員 はい。

議 長 異議なしと認めます。お諮りします。「議案第8号農地法第3条第2項第5号の下限面積見
直しに係る錦江町農業委員会の意思決定について」を採決します。議案第8号は原案のと
おり決定することに異議ございませんか。

全委員 なし。

議 長 異議なしと認めます。したがいまして、「議案第8号農地法第3条第2項第5号の下限面積
見直しに係る錦江町農業委員会の意思決定について」は、原案のとおり決定しました。

議 長 しばらく休憩します。

議 長 議事を再開します。
「議案第9号平成24年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価について」を議

題とします。事務局の説明をお願いします。

事務局 それでは、「議案第9号平成24年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価につ
いて」説明いたします。

これにつきましては、平成24年度中に数回協議がなされ、24年度の農業委員会の活動を
検証してきたところでありますが、今回も昨年同様、これまで審議していただいた内容を
最終的に取りまとめ、決定の上、これを平成24年度の錦江町農業委員会の実績とするもの
であります。

それでは、資料に基づき説明いたします。まず資料15ページの
Ⅰ 法令事務に関する点検の １ 総会等の開催及び議事録の作成の
（１）総会時の開催日・公開である旨の周知状況については、アの周知しているです。

農業委員会の開催日については、開催を告げる公告を庁舎掲示板に掲示し、農業委員会
の公開については、農業委員会会議規則により会議を公開する旨が規定されており、町の
ホームページや広報誌等でも周知しているところです。



（２）総会等の議事録の作成については、アの周知しているです。
錦江町農業委員会会議規則第23条に議事録の作成が規定されています。作成に要し

た期間は、概ね10日間です。

（３）議事録の内容については、アの詳細なものを作成しているです。
ⅠＣレコーダーで録音したものを聞き取りの上、詳細な議事録を作成しています。

（４）議事録の公表については、アの公表しているです。
町のホームページ上に毎月掲載し、あらゆる方々に見ていただけるよう、取り組んでい

ます。なお、掲載する際には、個人情報保護法の観点から農業者等の個人名はイニシャル
で表示しています。

次に、16ページの２事務に関する点検について
（１）農地法第3条に基づく許可事務については、平成24年度中の処理件数は30件で、許
可件数も同じく30件となっています。事実関係の確認については、事務局担当職員の現地
確認及び担当農業委員の現地調査並びに当事者の要件等の聞き取り調査等をを実施する形
で行っています。総会での審議については、事務局からの議案の説明と担当農業委員の現
地調査等の報告を求めてから審議し、採決を行っています。申請者等への審議結果の通知
については、申請者本人に通知しています。審議結果の公表については、町のホームペー
ジに議事録を掲載し、公表しています。申請の処理期間は申請書の受理から許可書の交付
までを３０日としています。

（２）農地転用に関する事務（意見を付して知事へ送付）については、平成２４年度中に
３件送付していますが、うち１件は農地法第4条、２件が第5条の許可申請でありました。
事実関係の確認については担当農業委員及び会長、事務局との合同調査を現地で実施して
います。総会での審議については、事務局からの議案の説明と担当農業委員の現地調査等
の報告を求めてから審議しています。審議結果の公表については、町のホームページに議
事録を掲載し、公表しています。処理期間については、24年までは県に進達という形でし
たので、申請書の受理から最長60日としています。

次に、資料は17ページになります。
（３）農業生産法人からの報告への対応については、平成24年度の町内の農業生産法人は
10法人で、すべての法人から報告書が提出されています。農業生産法人の状況について
は、農業生産法人の要件を欠くおそれがあるため農業委員会が必要な措置を取るべきこと
を勧告した農業生産法人はありませんでした。

（４）情報の提供等のうち、賃借料情報の調査・提供については、調査対象賃借件数が４
０５件で、平成２５年４月に町のホームページに掲載し、公表しています。農地の権利移
動等の把握状況については、調査対象権利移動等件数が４７９件あり、取りまとめを平成
２５年３月に取りまとめを行っています。農地基本台帳の整備については、整備対象農地
面積が80.86ヘクタールあり、整備方法はパソコンへの直接入力で、データの更新は毎月
の農業委員会の総会終了後に随時入力しています。

まず、18ページは16ページと重複していますので、削除となります。 それでは、資料
の1９ページからになります。
Ⅱ 法令事務（遊休農地に関する措置）に関する評価の
１ 現状及び課題については、現状が、平成24年1月現在の管内の農地面積は１５５６．
７ヘクタール、遊休農地面積は２６．６ヘクタールで遊休農地面積の割合が１．７パーセ
ントとなっています。これに対する課題として平成24年度までの目標に設定した内容は、
23年度までに解消した面積が２８．６２ヘクタール、２４年度の目標が１７．８ヘクター
ルで、合計４６．４２ヘクタールとなっています。

次に、
２ 平成２４年度の目標及び実績については、目標は１７．８ヘクタール、実績が６．４
ヘクタールで、達成率は40パーセントとなっています。



次に、
３ ２の目標の達成に向けた活動の活動計画については、農地利用状況調査、遊休農地の
調査を８月から９月にかけて実施し、調査員は２０人、調査の取りまとめを１２月に設定
し、町内農地の一筆調査による調査を実施し、遊休農地への指導を平成２５年３月に計画
されていました。

活動実績としては、計画どおり、農地利用状況調査を８月から９月に町内農地の一筆調
査による調査を調査員２０人で実施し、調査の取りまとめを１２月に行いました。遊休農
地への指導については、平成２５年３月に実施し、指導件数５３件、指導面積７．７ヘク
タール、指導対象者４３人となっています。その他の取り組み状況として、担当農業委員
が遊休農地解消への指導を行っております。

次に、
４ 評価の案の目標に対する評価の案では、解消達成率は減少したが対象農地以外にも確
実に解消、集積が進んでいるとしました。活動に対する評価の案では、農業委員活動によ
り斡旋もしくは利用権設定がなされたとしました。

次に、
５ 地域の農業者等からの意見等については、特に意見は寄せられていません。

２０ページの
６ 地域の農業者等からの意見等を踏まえた評価の決定についても、意見が寄せられてい
ませんので空欄となります。

次に
Ⅲ 促進等事務に関する評価の １ 認定農業者と担い手の育成確保の
（１）現状及び課題では、現状としまして、平成２４年１月現在で、農家数672戸、うち
主業農家422戸、農業生産法人数10法人、認定農業者151経営体、特定農業法人と特定農業
団体は0となっています。 課題としては、

・農業者の高齢化が進んでいる。新規就農者が発生したが数的に少ない。
・集落営農組織が新たに誕生し、今後他地域への浸透を図る必要がある。
・円安等により農業の資機材等の価格が上昇し、反面農産物の価格低迷で生活が厳し

い。
・春先の冷温等により安定的な生産ができなくなった。
・規模拡大しようにも一筆当たりの面積が狭く、且つ飛び地になっているので大型機

械による規模拡大の障害となっている。
等としています。

（２）平成24年度の目標及び実績については、目標とした認定農業者は192経営体、特定
農業法人、特定農業団体はいずれも0で、実績は、認定農業者151経営体、特定農業法人、
特定農業団体はいずれも0で、達成状況は認定農業者で７８．６パーセントとなっていま
す。

これについては、高齢になり経営の規模を縮小したために認定農家で亡くなった方がい
たりして、目標に届かなかったということです。

（３） （２）の目標に向けた活動の活動計画では、認定農業者について、農業委員によ
る個別指導を通じて、認定農業者への誘導を推進する。９月頃に認定農業者と農業委員と
語る会を設け、農業者から意見をくみ取る。１０月は農地流動化月間と位置づけ、農地の
新規掘り起こしを行うとともに担い手への集積を図るとしており、活動実績として、再認
定については、事務局からの通知文書で再認定を促し、新規の候補者には、ことあるごと
に農業委員からの推進が図られたと思います。１０月に認定農業者と語る会が実施され、
認定農業者からの意見が出されました。また、農地流動化推進期間に新規掘り起こしもな
されたところです。

２１ページになります。
（４）評価の案については、目標に対する評価の案を、農業委員会が認定農業者の掘り起
こしを推進しているが、年齢等の高齢化により実質減少しているとし、活動に対する評価
の案では、認定農業者の再認定を促すとともに、農業で自立する方策を示していかなけれ
ばならないとしたところです。



（５）地域の農業者等からの意見等については、特に意見は寄せられていません。
よって、
（６）地域の農業者等からの意見等を踏まえた評価の決定についても、意見が寄せられて
いませんので空欄となります。

次に、
２ 担い手へ農地の利用集積については、
（１）現状と課題として、現状、平成２４年１月現在ですが、管内の農地面積は１５５
６．７ヘクタール、これまでの集積面積は７８３ヘクタール、集積率は５０．３０パーセ
ントとなっており、課題として、これまで各々に賃貸借等が進められているので、面的ま
とまりが無く飛び地となっている。甘藷農家や畜産の飼料畑などへ集積が図られたが、高
齢化による担い手リストから外されるなど担い手の不足が課題となっているとしていま
す。

（２）平成24年度の目標及び実績については、目標５ヘクタールに対し、実績は１８ヘク
タールで、達成状況は３６０パーセントになっています。

資料は２２ページになります。
（３） （２）の目標の達成に向けた活動として、活動計画では、10月を農地流動化月間
と定めて、新規掘り起こし活動を積極的に推進するとしており、活動実績では、年間を通
じて担い手への集積を図りました。特に畦等の除去による面的集積を図り併せて耕作放棄
地解消事業により集積が向上しました。

（４）評価の案については、目標に対する評価の案を、新規掘り起こしによる利用権設定
がなされたとし、活動に対する評価の案では、このような地道な活動を通じて担い手への
図る必要があるとしたところです。

（５）地域の農業者等からの意見等については、特に意見は寄せられていません。
よって、
（６）地域の農業者等からの意見等を踏まえた評価の決定についても、意見が寄せられて
いませんので空欄となります。

次に、
３ 違反転用への適正な対応については、
（１）現状と課題として、現状、平成２４年１月現在ですが、管内の農地面積は１５５
６．７ヘクタールで、違反転用面積はありませんでした。

（２）平成24年度の目標及び実績については、記載はありません。

（３） （２）の目標に向けた活動については、活動計画として、年間を通じて農地パト
ロールを実施して、違反転用の発見を事前に察知すると共に法令手続きの指導を行うとし
ておりますが、指導する案件はありませんでしたので、活動実績の欄は空欄となっていま
す。

資料は、２３ページになります。
（４）評価の案については、目標に対する評価の案を、農地パトロールはそれぞれの委員
ごとに実施したとし、活動に対する評価の案では、違反転用等が判明した折は、法令手続
きで処理を行うとしています。

（５）地域の農業者等からの意見等については、特に意見は寄せられていません。
よって、
（６）地域の農業者等からの意見等を踏まえた評価の決定についても、意見が寄せられて
いませんので空欄となります。

以上です。

議 長 それでは、ただ今、「議案第9号平成24年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・
評価について」説明がありましたが、この件について、質問異議等はありませんか。

全委員 なし。



議 長 異議なしと認めます。お諮りします。「議案第9号平成24年度の目標及びその達成に向
けた活動の点検・評価について」を採決します。議案第9号は原案のとおり決定すること
に異議ございませんか。

全委員 なし。

議 長 異議なしと認めます。したがいまして、「議案第9号平成24年度の目標及びその達成に
向けた活動の点検・評価について」は、原案のとおり決定しました。

次に「議案第10号平成25年度の目標及びその達成に向けた活動計画（案）について」を
議題とします。事務局の説明をお願いします。

事務局 それでは、「議案第10号平成25年度の目標及びその達成に向けた活動計画（案）につい
て」説明いたします。

資料は、25ページからになります。
Ⅰ 法令事務(遊休農地に関する措置)の
１ 現状及び課題につきましては、

現状としまして、平成２５年３月３１日現在の管内の農地面積は１５５６．７ヘクター
ル、遊休農地面積は２９．０ヘクタール、遊休農地の割合は１．８６パーセントとなって
います。 課題としまして、

・利用権設定した農地で、条件不利を理由に合意解約が出されるようになってきた。
・高齢で耕作が継続できなくなっている。
・鳥獣被害で耕作意欲がそがれている。

としています。

２ 平成２５年度の目標案及び活動計画案につきましては、
目標案では、遊休農地の解消面積を １３．３ヘクタールとし、目標案の設定の考え方

として、利用権設定等による遊休農地の解消を図るとしています。
活動計画案では、農地の利用状況調査の実施時期を８月から９月、調査員数の実数を２

０人、調査結果の取りまとめ時期を１１月から１２月とし、調査方法は、農地パトロール
(農地利用状況調査）による一斉調査としています。

遊休農地への指導は、実施時期を平成２６年２月頃と考えています。

３ 地域の農業者等からの意見等と ４ 地域農業者等からの意見等を踏まえた平成２５
年度の目標及び活動計画については、項目のみを設定しています。

26ページをお開きください。 Ⅰ 促進等事務の
１ 認定農業者等担い手の育成及び確保について
（１）現状、課題の現状については、農家数６７２戸、うち主業農家４２２戸、農業生産
法人数１０法人、認定農業者１５１経営で、特定農業法人及び特定農業団体は０でありま
す。

課題としましては、
・タバコの廃作農家が大量に農地を保有しており、この農地の有効利用を図るため、現

在、露地野菜等の作付生産が積極的に取り組まれており、引き続き推進する必要がある。
・農産物の安定的な価格と生産体制の確立を図る必要がある。
・遊休農地の状態が狭隘（きょうあい）であることや排水不良の農地が多く、土地改良

が課題であるとしています。

（２）平成２５年度の目標案及び活動計画案については、
目標案として、認定農業者数を１６０経営、特定農業法人及び特定農業団体は０とし、

目標案設定の考え方を認定農業者の再認定への誘導と新規の掘り起こし、
活動計画案では、認定農業者について、
・新規事業を予定する農業者を認定農業者への誘導を図る。
・再認定を行うべき対象者へ、農業委員を通じて認定農業者への誘導を図る。
・親子共同経営者等若手農業者に対して、10月の農地流動化強化月間及び1月の農業者

年金加入推進月間を重点期間として認定農業者への誘導を図る。
としました。

（３）地域の農業者等からの意見等と （４）地域農業者等からの意見等を踏まえた平成
２５年度の目標及び活動計画については、項目のみを設定しています。



次に、資料は27ページになります。
２ 担い手への農地の利用集積について、
（１）現状、課題の現状については、平成２５年１月現在の管内の農地面積を１５５６．
７ヘクタール、これまでの集積面積を８０１ヘクタール、集積率５１．４５パーセントと
なっています。

課題としまして、
・これまで各々に賃貸借等が進められているので、面的まとまりが無く飛び地となって

いる。
・高齢農家や離農農家等の農地に荒廃地が多いので、集落営農の担い手としての位置づ

けと農地の集積を図る。
・耕作放棄地解消事業を活用し、放棄地解消と併せて面積集積を図る。

としました。

（２）平成２５年度の目標案及び活動計画案の平２５年度までの目標案として集積面積の
平成２５年単年度の純増目標を１０ヘクタールとし、目標案設定と考え方として、規模拡
大担い手農家の実態把握に努めて、貸し手と借り手の調整に努めるとしました。

活動計画案として、１０月を農地流動化月間と定めて、新規掘り起こし活動を積極的に
推進するとしたところです。

（３）地域の農業者等からの意見等と （４）地域農業者等からの意見等を踏まえた平成
２５年度の目標及び活動計画については、項目のみを設定しています。

次に、資料は28ページになります。
３ 違反転用への適正な対応について、
（１）現状、課題の現状については、平成２５年１月現在の管内の農地面積は１５５６．
７ヘクタールで、違反転用面積はありません。

（２）平成２５年度の目標案及び活動計画案については、現在のところ違反転用に該当す
る案件はありませんが、活動計画案として、８月を農地パトロール月間と定めて、町内の
各農地を担当委員毎に分けて実施することとしています。

（３）地域の農業者等からの意見等と （４）地域農業者等からの意見等を踏まえた平成
２５年度の目標及び活動計画については、項目のみを設定しています。

以上です

議 長 それでは、ただ今事務局から説明がありましたが、この件について、質問異議等はあり
ませんか。

全委員 なし。

議 長 異議なしと認めます。お諮りします。「議案第10号平成25年度の目標及びその達成に向
けた活動（案）について」を採決します。議案第10号は原案のとおり決定することに異議
ございませんか。

全委員 なし。

議 長 異議なしと認めます。したがいまして、「議案第10号平成25年度の目標及びその達成に
向けた活動（案）について」は、原案のとおり決定しました。

以上で平成25年度第２回錦江町農業委員会定例総会の附議事項を終了いたします。

会長

７番

８番

議事録調整者 折久木まり子


